
(予定価格に対する消費税)

円)

(落札金額に対する消費税)

円)

（注）上記金額に100分の８に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

事 業 名 等 災害応急対策用資機材購入

事 業 内 容 別紙仕様書のとおり

事業実施場所等 別紙仕様書のとおり

日28 分午前 9

円

入 札 執 行 調 書

入 札 日 時 7 （金）月 時 00令和 5 年

入 札 方 法 指名競争入札
予定価格

（税抜き）
(239,800

落 札 業 者
ミドリ安全株式会社　名古

屋支店
落札金額

（税抜き）

1,333,200

(133,320

円

1 株式会社三陽商会 2,299,000

第２回入札書
記載金額(円)

第１回入札書
記載金額(円)入　札　者　名番号

2,398,000

備考
第４回入札書
記載金額(円)

第３回入札書
記載金額(円)

2 内外物産株式会社 2,200,000

3 株式会社ダイナ 2,354,000

4 鈴繁工業 失格

5
ミドリ安全株式会社　名古屋
支店

1,333,200 落札

6 以下余白

7

10

8

9
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災害備蓄用トイレ処理剤の購入仕様書 

 

この仕様書は蟹江町が購入する、災害備蓄用トイレ処理剤について必要な事項を定め

るものとする。 

 

１ 品名 

  災害備蓄用トイレ処理剤 

 

２ 購入数量 

  合計 ４４ケース（１ケース６０パック入り：１パック５回分入り） 

  

３ 製品規格 

 ⑴ 本品は、災害時や断水時でも既設便器等を活用してすぐにトイレ処理でき、排泄

物のにおいや雑菌の繁殖を抑え、固めて可燃ごみで処分が可能になることで、衛生

的なトイレ環境を維持する非常備蓄用トイレ処理剤を指定避難所に配備するもので

ある。 

⑵ 町が指定する指定避難所に配備すること。 

 

４ 納入場所（指定避難所２２ケ所） 

  各避難所に２個配備するものとする。 

蟹江中学校 蟹江町宝三丁目 20番地 

蟹江北中学校 蟹江町須成西九丁目 55番地 1 

蟹江小学校 蟹江町城四丁目 500番地 

舟入小学校 蟹江町舟入三丁目 70番地 

新蟹江小学校 蟹江町大字蟹江新田字仲川原 198番地 

須西小学校 蟹江町須成西六丁目 114番地 

学戸小学校 蟹江町学戸四丁目 236番地 

蟹江保育所 蟹江町城一丁目 525番地 

蟹江南保育所 蟹江町城四丁目 244番地 

蟹江西保育所 蟹江町学戸四丁目 29番地 

須成保育所 蟹江町大字須成字古苗代 1733番地 

新蟹江北保育所 蟹江町富吉三丁目 217番地 

蟹江町体育館 蟹江町学戸三丁目 2番地 

蟹江中央公民館 蟹江町学戸三丁目 3番地 

蟹江町多世代交流施設 蟹江町大字西之森字海山 326番地 3 

舟入ふれあいプラザ 蟹江町舟入一丁目 444番地 

蟹江児童館 蟹江町城四丁目 243番地 

新蟹江児童館 蟹江町大字蟹江新田字大海用 149番地 5 
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みどりの家 蟹江町大字西之森字海山 282番地 2 

蟹江町図書館 蟹江町大字蟹江新田字札中地 101番地 1 

蟹江町産業文化会館 蟹江町城一丁目 214番地 

蟹江町希望の丘広場 蟹江町大字新千秋字後西 50番地 

 

 

５ 仕様 

サ イ ズ 
１パック５回分：約Ｗ９５×Ｄ２０×Ｈ１４０㎜ 

１ケース６０パック：W400×D370×H170mm以内 

内 容 

１パック 

抗菌性凝固剤（約７ｇ）：５袋 

排便袋（PE製黒）：５袋 

持ち運び袋（PE製白）：２袋 

１ケース 

トイレ処理セット（５回分）×６０パック 

使用方法ポスター（耐水紙）：３枚 

製 品 重 量 １ケース６０パック：約８ｋｇ 

凝 固 剤 仕 様 

①高分子樹脂からなる高速吸収剤を主成分とし、抗菌・消臭効果

のあるもの。 

②凝固剤の抗菌性に関して、大腸菌等に対する抗菌性についての

科学的なデータがあること。（24 時間以内の大腸菌数を 10 個／g

以下を示す有効な、公的認定（食品衛生法に基づく登録検査機関

等）を受けた第三者機関の科学的データ） 

③悪臭（アンモニア）に対する消臭効果（24時間以内半減）につ

いてのデータがあること。 

④製品の安定性及び安全性に関するデータがあること。（皮膚刺

激性試験及び経口毒性試験を実施し毒性の無いことを確認） 

⑤凝固剤を焼却した場合の焼却残渣についての安全性データがあ

ること。 

⑥凝固剤の使用分 1回分（7g以上 15g以下）ごとに個別包装とす

ること。また、個別包装の表面に使用図を用いた使用方法や使用

上の注意等が印刷されていること。 

排 便 袋 仕 様 

①排便袋及び排便収納袋については、使用後焼却処分可能であり、

焼却時に有害物質等を出さないものであること。 

②排便袋は中が透けて見えないよう黒色とすること。 

③排便袋は環境問題を考慮したバイオマス原料を使用した袋であ

ること。 

品 質 保 証 期 間 通常の状態での保管にて１０年以上 

製 造 日本製 

 

６ 表示 

  ケース外部（側面）に、「蟹江町」と表示すること。 
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７ 納入方法 

  各避難所への納入にあたっては、搬入作業に従事する作業員を配置すること。 

 

８ 提出書類 

  納品書（指定避難所２２カ所の納入場所の写真含む）・・・１部 

 

９ その他 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項については、安心安全課と協議のうえ指示を得ること。 

⑵ 基準品と同等品とする場合、事前にカタログ等資料を提出し安心安全課の了解を

得ること。 
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非常用燃料電池（マグネシウム空気電池）の購入仕様書 

 

この仕様書は蟹江町が購入する、非常用燃料電池（マグネシウム空気電池）について

必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 品名 

  非常用燃料電池（マグネシウム空気電池） 

 

２ 購入数量 

  合計 ２２個 

  

３ 製品規格 

 ⑴ 本品は、災害時における情報の収集・伝達手段のための通信環境を確保するため、

水をいれるだけで発電する通信機器充電用のマグネシウム空気電池を指定避難所等

に配備するものである。 

⑵ 本品は、町が指定する指定避難所に配備すること。 

 

４ 納入場所（指定避難所２２ケ所） 

 各避難所に１個配備するものとする。 

蟹江中学校 蟹江町宝三丁目 20番地 

蟹江北中学校 蟹江町須成西九丁目 55番地 1 

蟹江小学校 蟹江町城四丁目 500番地 

舟入小学校 蟹江町舟入三丁目 70番地 

新蟹江小学校 蟹江町大字蟹江新田字仲川原 198番地 

須西小学校 蟹江町須成西六丁目 114番地 

学戸小学校 蟹江町学戸四丁目 236番地 

蟹江保育所 蟹江町城一丁目 525番地 

蟹江南保育所 蟹江町城四丁目 244番地 

蟹江西保育所 蟹江町学戸四丁目 29番地 

須成保育所 蟹江町大字須成字古苗代 1733番地 

新蟹江北保育所 蟹江町富吉三丁目 217番地 

蟹江町体育館 蟹江町学戸三丁目 2番地 

蟹江中央公民館 蟹江町学戸三丁目 3番地 

蟹江町多世代交流施設 蟹江町大字西之森字海山 326番地 3 

舟入ふれあいプラザ 蟹江町舟入一丁目 444番地 

蟹江児童館 蟹江町城四丁目 243番地 

新蟹江児童館 蟹江町大字蟹江新田字大海用 149番地 5 
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みどりの家 蟹江町大字西之森字海山 282番地 2 

蟹江町図書館 蟹江町大字蟹江新田字札中地 101番地 1 

蟹江町産業文化会館 蟹江町城一丁目 214番地 

蟹江町希望の丘広場 蟹江町大字新千秋字後西 50番地 

 

５ 仕様 

電池の種類 マグネシウム空気電池 

最大電気量 ２８０Ｗｈ 

出力電圧 ＤＣ ５．０Ｖ 

最大電流 １．２Ａ 

寸法 

（単位：ｍｍ） 

縦 213 

横 212 

奥行 147 

製品重量 約２ｋｇ 

 

６ 表示 

  ボックス外部（側面）に、「使用方法」及び「蟹江町」を表示すること。 

 

７ 納入方法 

  各避難所への納入にあたっては、搬入作業に従事する作業員を配置すること。 

 

８ 提出書類 

 ⑴ 納品書（納入場所の写真含む）・・・１部 

 ⑵ 取扱説明書・・・各商品に１部と安心安全課保管用に１部 

 

９ その他 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項については、安心安全課と協議のうえ指示を得ること。 

⑵ 基準品と同等品とする場合事前にカタログ等資料を提出し安心安全課の了解を得

ること。 
 


